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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は3月2日㈪から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

お
知
ら
せ

　
掲
載
情
報
は
2
月
17
日
時
点
の

も
の
で
す
。
内
容
変
更
の
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
市
HP
や

各
問
い
合
わ
せ
先
で
最
新

情
報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

（
☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
２
６
）、

自
動
車
税
は
県
自
動
車
税
事
務
所
（
☎
０

４
８
‐
６
５
８
‐
０
２
２
６
）
に
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

問�

市
民
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
６
４

育
英
・
遺
児
奨
学
金
制
度

　
経
済
的
理
由
で
就
学
困
難
な
市
内
在
住

の
素
行
良
好
・
成
績
優
秀
な
高
校
生
に
奨

学
金
を
支
給
し
ま
す
。

◎
令
和
７
年
中
の
所
得
で
判
断
し
ま
す
。

◆
育
英
奨
学
金

対�

４
月
か
ら
高
校
ま
た
は
高
専
に
入
学
が

決
定
、
ま
た
は
在
学
中
で
４
月
以
降
も

在
学
予
定
の
生
徒
で
、
本
人
、
保
護
者

が
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

支
給
額
　
月
額
５
千
円

◎
各
学
年
40
人
の
範
囲
内
で
支
給
を
決
定

し
ま
す
。

◆
遺
児
奨
学
金

対�

両
親
ま
た
は
父
母
の
い
ず
れ
か
を
亡
く

し
、
４
月
か
ら
高
校
ま
た
は
高
専
に
入

学
が
決
定
、
ま
た
は
在
学

中
で
４
月
以
降
も
在
学
予

定
の
生
徒
で
、
本
人
、
保

護
者
が
市
税
を
滞
納
し
て

い
な
い
方

支
給
額
　
月
額
５
千
円

申�

問
月
初
～
３
月
31
日
㈫
に
①
申
請
書
②

学
校
長
の
推
薦
書
③
誓
約
書
④
在
学
し

て
い
る
学
校
が
発
行
す
る
成
績
証
明
書

⑤
父
も
し
く
は
母
ま
た
は
父
母
双
方
の

死
亡
が
記
載
さ
れ
て
い
る
戸
籍
謄
本
ま

た
は
改
製
原
戸
籍
（
遺
児
奨
学
金
の
場

合
の
み
）
⑥
家
族
全
員
分
の
令
和
７
年

中
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の
を
こ
ど
も

支
援
課
に
直
接
・
郵
送
／
☎
２
９
９
８

‐
９
１
２
４

◎
①
～
③
は
市
HP
で
入
手
で
き
ま
す
。

児
童
手
当
の
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

◆
公
務
員
に
な
る
方

　�

所
沢
市
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
が
公
務
員
に
な
る
場
合
（
独
立
行
政

法
人
な
ど
に
勤
務
し
て
い
る
方
を
除

く
）
は
、
こ
ど
も
支
援
課
に
「
児
童
手

当
受
給
事
由
消
滅
届
」
と
公
務
員
に

な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
書
類
の
写
し
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日
㈬
か
ら
粗
大
ご
み
電
話
受
付

時
間
が
変
わ
り
ま
す

新�

し
い
電
話
受
付
時
間
…
午
前
９
時
～
午

後
４
時
30
分

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

電
子
申
請
は
24
時
間
受
け
付

け
し
て
い
ま
す
。

問�

粗
大
ご
み
受
付
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
９
５
１
‐
１
１
５
３

軽
自
動
車
・
バ
イ
ク
の
申
告
は

４
月
１
日
㈬
ま
で

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
４
月
１
日

時
点
で
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
、
そ
の
年

度
分
が
全
額
課
税
さ
れ
ま
す
。
次
に
該
当

す
る
場
合
は
、
４
月
１
日
㈬
ま
で
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。▼
廃
棄
処
分
▼
盗
難（
警

察
へ
の
届
出
と
は
別
に
廃
車
申
告
が
必

要
）
▼
譲
渡
▼
登
録
名
義
人
の
死
亡
▼
市

外
へ
転
出

◎
第
三
者
に
手
続
き
を
依
頼
し
た
場
合
は
、

手
続
き
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
普
通
自
動
車
の
変
更
は
、
埼
玉

県
運
輸
支
局
登
録
関
係
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

◆
個
別
注
射

　��

動
物
病
院
で
注
射
を
受
け
ま
す
。
で
き

る
だ
け
４
月
～
６
月
に
受
け
て
く
だ
さ

い
。
市
と
協
定
を
締
結

し
て
い
る
病
院
な
ら
手

続
き
が
簡
単
で
す
。
費

用
は
病
院
ご
と
に
異
な

り
ま
す
。

留�

意
事
項
　
▼
飼
い
主
や

住
所
な
ど
の
変
更
、
飼
い
犬
が
死
亡

し
た
場
合
は
届
け
出
が
必

要
▼
海
外
に
犬
を
連
れ
て

行
く
予
定
が
あ
る
場
合
は
、

注
射
の
前
に
必
ず
申
し
出

が
必
要

問
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０

「
手
話
リ
ン
ク
」
を
導
入
し
ま
し
た

　
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
方
が
手
話
通
訳
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
を
通
し
て
、
電
話

で
市
役
所
に
問
い
合
わ
せ
が
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

◎
本
庁
舎
内
の
窓
口
に
限
り
ま

す
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

　
FAX
２
９
９
８
‐
１
１
４
７

近
く
の
施
設
を
検
索
で
き
ま
す
！

　
市
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
「
所
沢
市
こ
ど
も
・

若
者
情
報
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
に
現
在
地
や
指

定
の
位
置
情
報
を
送
信
す
る

と
、
近
く
の
施
設
を
検
索
で

き
る
機
能
「
施
設
検
索
」
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。
市
内
の
授
乳
ス
ペ
ー

ス
や
保
育
施
設
、
自
習
室
な
ど
を
探
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。
友
だ
ち
登
録
を
し
て
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問�

こ
ど
も
政
策
課
☎
２
９
９
8
‐
９
４
１
５

令
和
８
年
所
沢
市
議
会

第
１
回
（
２
月
）
臨
時
会
議
終
了
報
告

　
２
月
３
日
に
開
催
さ
れ
た
令
和
８
年
所

沢
市
議
会
第
１
回
（
２
月
）
臨
時
会
議
の

主
な
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

市�

長
提
出
議
案
…
１
件
が
原
案
ど
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

◆�

令
和
７
年
度
補
正
予
算
…
１
件
（
一
般

会
計
…
１
件
）

問
文
書
行
政
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
４
３

◆�

公
務
員
を
退
職
な
ど
す
る
方

　�

勤
務
先
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

方
が
公
務
員
を
退
職
（
独
立
行
政
法
人

な
ど
へ
の
出
向
を
含
む
）
す
る
場
合
は
、

同
課
に
「
児
童
手
当
認
定
請
求
書
」
と

公
務
員
を
退
職
し
た
こ
と

が
分
か
る
書
類
の
写
し
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問��

同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

就
職
・
退
職
時
の
国
民
年
金

◆
就
職
し
た
方

　�

就
職
後
、
勤
務
先
の
厚
生
年
金
（
共
済

組
合
な
ど
を
含
む
）
に
加
入
し
た
方
は
、

市
役
所
で
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。
加

入
し
た
月
か
ら
ご
自
身
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆���

退
職
し
た
方

　�

厚
生
年
金
（
共
済
組
合
な
ど
を
含
む
）

に
加
入
し
て
い
て
退
職
し
た
20
歳
以
上

59
歳
以
下
の
方
は
、
国
民
年
金
第
１
号

へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

59
歳
以
下
の
配
偶
者
を
扶

養
し
て
い
る
場
合
は
、
配

偶
者
も
同
時
に
手
続
き
が

必
要
で
す
。
い
ず
れ
も
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
か
ら
も
手
続
き
が
可
能
で
す
。
詳
細

は
日
本
年
金
機
構
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

持�

▼
本
人
や
配
偶
者
の
基
礎
年
金
番
号
ま

　�

た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
▼

退
職
日
が
分
か
る
証
明
書
（
退
職
証
明

書
や
資
格
喪
失
証
明
書
、離
職
票
な
ど
）

▼
本
人
確
認
書
類

◎
退
職
と
同
時
に
厚
生
年
金
（
共
済
組
合

な
ど
を
含
む
）
に
加
入
し
て
い
る
配
偶
者

の
扶
養
に
入
る
場
合
は
、
配
偶
者
の
勤
務

先
で
手
続
き
が
必
要
で
す
。

申�

問
退
職
後
14
日
以
内
に
市
民
課
（
国
民

年
金
担
当
）、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

（
小
手
指
分
館
・
並
木
を
除
く
）、
所
沢

年
金
事
務
所
に
直
接
／
同
課
☎
２
９
９

８
‐
９
０
９
５
、
所
沢
年
金
事
務
所
☎

２
９
９
８
‐
０
１
７
０

令
和
８
年
度
水
道
水
質
検
査
計
画
を
公
表

　
上
下
水
道
局
庁
舎
、
市
役
所
１
階
市
政

情
報
セ
ン
タ
ー
、
市
HP
（

水
質
検
査
）

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
ご
意
見
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

問
給
水
管
理
課
☎
２
９
２
１
‐
１
０
８
２

ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
、

「
健
康
ガ
イ
ド
と
こ
ろ
ざ
わ
」
を
配
布

　
各
世
帯
に
配
布
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に

届
か
な
い
場
合
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー

配
布
期
限
　
３
月
20
日
㈷

問���

資
源
循
環
推
進
課

　
☎
２
９
９
８‐９
１
４
６

◆�「
健
康
ガ
イ
ド
と
こ
ろ
ざ
わ
」

配�

布
期
限
　
３
月
31
日
㈫

◎
乳
幼
児
健
康
診
査
、
健

康
教
室
、
予
防
接
種
、
が

ん
検
診
な
ど
の
情
報
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
保
健
医
療
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
８
５

３
月
10
日
㈫
午
後
、
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー

小
児
科
外
来
を
休
診

　
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
入
れ
替
え
準
備
の

た
め
、
３
月
10
日
㈫
午
後
の
小
児
科
外
来

を
休
診
し
ま
す
（
休
日
急
患
は
本
紙
16
面

を
参
照
）。
け
い
れ
ん
や
チ
ア
ノ
ー
ゼ
な

ど
急
を
要
す
る
と
判
断
し
た
場
合
は
診
療

し
ま
す
。

◎
詳
細
は
市
HP
（
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー

休
診
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問��

市
民
医
療
セ
ン
タ
ー
総
務
課

　
☎
２
９
９
２
‐
１
１
５
１

毎
年
必
ず
狂
犬
病
予
防
注
射
を

受
け
ま
し
ょ
う

　
市
に
登
録
し
て
い
る
犬
は
、
お
知
ら
せ

を
３
月
上
旬
に
飼
い
主
の
方
へ
郵
送
し
ま

す
。

◆�

集
合
注
射

　�

費
用
…
１
頭
３
、
５
０
０
円
（
新
規
登

録
１
頭
６
、
５
０
０
円
）

ご意見・ご提案お待ちしています！ご意見・ご提案お待ちしています！

市長タウンミーティング市長タウンミーティング

　市長が皆さまからのご意見や思いなどを伺う場、　市長が皆さまからのご意見や思いなどを伺う場、
第 29回「市長タウンミーティング」を開催します。第 29回「市長タウンミーティング」を開催します。
　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」 　「市長に思いを伝えたい」「市長に提案したい」 
皆さまのご参加をお待ちしています。皆さまのご参加をお待ちしています。
※※２月号でご案内している開催日時から変更しています。２月号でご案内している開催日時から変更しています。
日 3 月 1日㈰午前 10時 30分～正午3月 1日㈰午前 10時 30分～正午
　（午前 10時開場）　（午前 10時開場）
場こどもと福祉の未来館こどもと福祉の未来館
対市内在住・在勤・在学の方市内在住・在勤・在学の方
問市民相談課☎ 2998-9092市民相談課☎ 2998-9092 FAX 2998-90412998-9041

▲▲詳細は市詳細は市HPをを
ご覧ください。ご覧ください。

◆テーマ：ごみの減量・資源化

▶�会場に直接お越しください。�会場に直接お越しください。
▶�お子様同伴での入室ができます。一時預�お子様同伴での入室ができます。一時預
かり（１歳～就学前）を利用する場合はかり（１歳～就学前）を利用する場合は

　2月26日㈭午後5時15分までにご連絡く　2月26日㈭午後5時15分までにご連絡く
　ださい。　ださい。
▶�会場には公共交通機関をご利用ください�会場には公共交通機関をご利用ください
　（駐車場が満車の場合があります）。　（駐車場が満車の場合があります）。

車種 取り扱い窓口

原動機付自転車（125㏄以下）
小型特殊自動車

市役所２階市民税課
☎2998-9064
必要書類　標識・標識交付証明
書・譲渡証明書（名義変更）

軽二輪（125㏄超～250㏄以下）
二輪の小型自動車（250㏄超）

埼玉運輸支局所沢自動車検査登
録事務所☎050-5540-2029

軽四輪など 軽自動車検査協会埼玉事務所
所沢支所☎050-3816-3111

※※手続きの詳細は、各取り扱い窓口に確認してください。手続きの詳細は、各取り扱い窓口に確認してください。


